
 
 
 
 
 
 
北竜町では、下記の用件に該当する高齢者に肺炎球菌ワクチン接種の費用を一部定額助成

いたします。接種を検討されている方は、以下の事柄をよく読みご利用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【助成の対象】 

 北竜町在住の 75歳以上、もしくは長寿高齢者医療受給者で下記の条件のいずれかに該当す

る高齢者。 

１）重度心身障害（身障 1級もしくは 2級）の認定を受けている方。 

２）要介護認定区分３以上の認定を受けている方。 

 

【助成内容】 

  平成２２年４月１日～２３年３月３１日の間に接種した肺炎球菌ワクチン予防接種１回

につき、3,000 円の定額助成を行います。 

 

【助成の受け方】 

  接種終了後、北竜町役場住民課窓口へ下記のものを持参し償還払い手続きを行ってくだ

さい。 

   助成申請に必要なもの 

① 医療機関が発行した予防接種領収書 

② 身体障害者手帳もしくは介護保険手帳 

③ 印鑑 

④ 銀行口座番号（農協口座または北空知信金口座） 

 

【予防接種の分類】 

  接種を受ける本人の自由意志による、「任意の予防接種」となりますので、健康状態をよ 

く確認し、主治医と相談した上で接種を受けてください。 

 

 

お問い合わせは住民課保健指導係（３４－２１１１）まで 

※肺炎球菌ワクチンとは？ 
 「肺炎球菌」という空気中に常在する細菌によって引き起こされる病気を予防するためのワクチンです。 
肺炎球菌は、高齢になって抵抗力や低力が著しく低下している時に病気をひきおこすといわれています。 
主な病気としては肺炎、気管支炎などの呼吸器の病気があり、時に重篤な状態になってしまうこともあり

ます。 
 接種は 1 回で 5 年経過後も免疫効果が残るといわれています。 


